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第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
三
項
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
海
上
保
安
官
」
の
下
に
「
並
び

に
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
を
職
務
上
警
護
す
る
自
衛
官
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
が
」

と
あ
る
の
は
「
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
当
該
自
衛
官
が
職
務
上
警
護
す
る
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地

域
の
上
空
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）が
」
と
、「
対
象
施
設
周
辺
地
域
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設

周
辺
地
域
」
と
、
前
二
項
中
「
対
象
施
設
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
象
施
設
に
」
と
、「
で
き
る
」
と
あ
る
の
は

「
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
並
び
に
そ
の
上
空
以
外
の
場
所
及
び
そ
の
上
空
に

お
け
る
当
該
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
自
衛
官
の
職

務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
官
及
び
海
上
保
安
官
）
が
そ
の
場
に
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
防
衛
大
臣
が
警
察

庁
長
官
（
海
域
及
び
そ
の
上
空
に
お
け
る
当
該
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
警
察
庁
長
官
及
び
海
上
保

安
庁
長
官
）
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
う
と
き
に
限
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

◇
統
計
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
一

一
号
）（
総
務
省
）

１

別
表
第
一
の
一
の
項
に
規
定
す
る
全
て
の
産
業
分
野

に
お
け
る
事
業
所
及
び
企
業
の
活
動
か
ら
な
る
経
済
の

構
造
を
全
国
的
及
び
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
基
幹
統
計
並
び
に
同
表
の
五
の
項
に
規
定

す
る
世
帯
の
所
得
分
布
及
び
消
費
の
水
準
、
構
造
等
を

全
国
的
及
び
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
基
幹
統
計
の
調
査
方
法
等
を
変
更
す
る
こ
と
に
伴

い
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
行
う
事
務
に
関
す
る
規
定

に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
別
表

第
一
関
係
）

２

別
表
第
一
の
一
一
の
項
に
規
定
す
る
工
業
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
基
幹
統
計
、
同
表

の
一
二
の
項
に
規
定
す
る
商
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
基
幹
統
計
及
び
別
表
第
二
の
四

の
項
に
規
定
す
る
製
造
業
、
卸
売
・
小
売
業
、
飲
食
店

又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
営
む
個
人
企
業
の
経
営
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
基
幹
統
計
を
廃
止

等
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
行
う
事

務
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
こ

と
と
し
た
。（
別
表
第
一
及
び
第
二
関
係
）

３

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
令
和
元
年

八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
一
二
号
）（
総
務
省
）

１

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
税
率
の
引
上
げ
に
伴

い
、
製
造
保
安
責
任
者
試
験
の
実
施
等
に
係
る
手
数
料

の
額
の
標
準
を
引
き
上
げ
る
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。（
本
則
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
令
和
元
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

◇
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
一
三
号
）（
経
済

産
業
省
）

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
〇
年
法
律
第
三
三
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地

域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
五
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
十
号

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周

辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺

地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の

周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

第
一
条
中
「
外
国
公
館
等
」
の
下
に
「
、
防
衛
関
係
施
設
」
を
加
え
、「
施
設
に
」
を
「
重
要
施
設
に
」
に
、「
及
び

良
好
な
国
際
関
係
」
を
「
、
良
好
な
国
際
関
係
及
び
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
基
盤
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同

項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
防
衛
関
係
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

第
二
条
第
二
項
中
「
い
う
」
を
「
い
い
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
七
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
海
域
」
の
下
に「（
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
十
八
条
の
二

第
一
項
の
離
島
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、「
次
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
」
を
「
第
十
条
第

三
項
を
除
き
、
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」

を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
、「
又
は
海
上
保
安
官
」
を
「
、
海
上
保
安
官
又
は
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象

施
設
を
職
務
上
警
護
す
る
自
衛
官
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

◇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
及
び
道
路
運
送
車
両
法
関
係

手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令（
政
令
第
一
四
号
）

（
国
土
交
通
省
）

１

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

元
年
法
律
第
一
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
国
土

交
通
大
臣
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
自
動
車
の
型
式
指
定

制
度
に
係
る
是
正
命
令
に
関
す
る
権
限
を
地
方
運
輸
局

長
に
委
任
し
な
い
こ
と
を
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定

の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
本
則
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。
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